
平成十四年総務省令第二十四号

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号）第五条及び第五条の二の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象

火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令を次のように定める。

目次

第一章　総則（第一条・第二条）

第二章　対象火気設備等に関する基準（第三条―第十七条）

第三章　対象火気器具等に関する基準（第十八条―第二十一条）

附則

第一章　総則

（趣旨）

第一条　この省令は、消防法施行令（以下「令」という。）第五条及び第五条の二の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理

並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。

（定義）

第二条　この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一　対象火気設備等　消防法（昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。）第九条に規定する火を使用する設備又はその使用

に際し、火災の発生のおそれのある設備であって、次条に定めるものをいう。

二　対象火気器具等　法第九条に規定する火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、第十八条各

号に掲げるものをいう。

三　不燃材料　建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号に規定する不燃材料をいう。

四　準不燃材料　建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。

五　耐火構造　建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。

六　建築物等　令第五条第一項第一号に規定する建築物等をいう。

七　建築設備　建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。

八　配管設備等　建築設備のうち、火を使用する部分及び燃料タンクを除いたものをいう。

九　入力　対象火気設備等の 大の消費熱量をいう。

第二章　対象火気設備等に関する基準

（対象火気設備等の種類）

第三条　令第五条第一項各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第一号から第十二号までに掲げる設備から配管設備等を除いたも

の及び第十三号から第二十号までに掲げる設備とする。

一　炉

二　ふろがま

三　温風暖房機

四　厨房設備

五　ボイラー

六　ストーブ（移動式のものを除く。以下同じ。）

七　乾燥設備

八　サウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。以下同じ。）

九　簡易湯沸設備（入力が十二キロワット以下の湯沸設備をいう。以下同じ。）

十　給湯湯沸設備（簡易湯沸設備以外の湯沸設備をいう。以下同じ。）

十一　燃料電池発電設備（固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備

であって火を使用するものに限る。第十六条第四号イを除き、以下同じ。）

十二　ヒートポンプ冷暖房機

十三　火花を生ずる設備（グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気

又は微粉を放出する設備をいう。以下同じ。）

十四　放電加工機（加工液として法第二条第七項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。）

十五　変電設備（全出力二十キロワット以下のもの及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。）

十六　内燃機関を原動力とする発電設備

十七　蓄電池設備（蓄電池容量が十キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が十キロワット時を超え二十キロワット時以下のものであっ

て出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを除く。以下同じ。）

十八　ネオン管灯設備

十九　舞台装置等の電気設備（舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設

備をいう。以下同じ。）

二十　急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車等（電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他こ

れらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用

いて充電する設備（全出力二十キロワット以下のものを除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポス

ト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成されるものをい

う。以下同じ。）にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。）

（火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合）

第四条　令第五条第一項第一号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の

構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造

以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に遮熱できるものに限る。）である場合とする。

（火災予防上安全な距離）

第五条　令第五条第一項第一号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長（消防本部を置かない

市町村においては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長が認める距離以上の距離とする。

一　別表第一の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
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二　電気を熱源とする対象火気設備等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に定める離隔距離

三　対象火気設備等の種類ごとに、それぞれ消防庁長官が定めるところにより得られる距離

（屋内において総務省令で定める不燃性の床等の上に設けることを要しない場合）

第六条　令第五条第一項第三号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一　対象火気設備等を不燃材料のうち金属で造られた床上又は台上に設ける場合に、当該対象火気設備等の底面の通気を図る等、直接熱

が伝わらない措置が講じられた場合

二　対象火気設備等が簡易湯沸設備又は燃料電池発電設備である場合

（不燃性の床等）

第七条　令第五条第一項第三号の総務省令で定める不燃性の床等は、不燃材料のうち金属以外のもので造られた床若しくは台又は土間とす

る。

（消費熱量）

第八条　令第五条第一項第四号の総務省令で定める消費熱量は、三百五十キロワット（厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房

設備の入力の合計が三百五十キロワット）とする。

（延焼防止の措置を要しない場合）

第九条　令第五条第一項第四号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、対象火気設備等の周囲に有効な空間を保有する

等、外部に熱が伝わらないための措置を講じた場合とする。

（火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造）

第十条　令第五条第一項第五号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれ

のある部分について、防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。

一　対象火気設備等の使用に際し、火災の発生のおそれのある部分は、不燃材料で造ること。

二　炉（熱風炉に限る。）、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道並びにその被覆及び支枠を不燃材料で

造ること。

三　燃料タンク（液体燃料を使用するものに係るものに限る。第十六条を除き、以下同じ。）とたき口（内燃機関を原動力とする発電設

備にあっては、内燃機関。以下同じ。）との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。た

だし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。

四　燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

五　液体燃料を予熱する方式のものにあっては、その配管（建築設備を除く。）又は燃料タンクを直火で予熱しないものとするとともに、

過度の予熱を防止する措置が講じられたものとすること。

六　気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、多量の未燃ガスが滞留しない措置が講じられたものとすること。

七　電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用すること。

八　温風暖房機にあっては、その熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。

九　固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。

十　燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、その排気筒（配管設備等を除く。）は、防火上有効なものとす

ること。

十一　ネオン管灯設備にあっては、次によること。

イ　点滅装置には、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。

ロ　支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材は、木材（難燃合板を除く。）又は合成樹脂（不燃性及び難燃性のものを除く。）を用い

ないこと。

十二　舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備にあっては、次によること。

イ　電灯の充電部は、露出させないこと。

ロ　アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

ハ　一の電線を二以上の分岐回路に使用しないこと。

十三　急速充電設備にあっては、その筐体は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りで

ない。

（周囲に火災が発生するおそれが少ない構造）

第十一条　令第五条第一項第六号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その周囲において火災が発生するお

それが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。

一　表面の温度が過度に上昇しないものとすること。

二　炉にあっては、溶融物等があふれるおそれのある部分に、あふれた溶融物等を安全に誘導する装置を設けること。

三　炉（熱風炉に限る。）、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の火を使用する部分に近接する部分に

防火ダンパーを設けること。

四　前号の風道にあっては、火を使用する部分から防火ダンパーまで及び防火ダンパーから二メートル以内の部分を厚さ十センチメート

ル以上の金属以外の不燃材料で被覆すること。ただし、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の

距離を有する部分にあっては、この限りでない。

五　固体燃料を使用するものにあっては、たき口から火粉等が飛散しないものとするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを不燃材料

で造った床上又は台上に設けるか、又は当該対象火気設備等の底面の通気が図られたものとすること。

六　燃料タンクは、使用中に燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しないものとすること。

七　厨房設備にあっては、その天
がい

蓋には、火炎伝送防止装置（排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置をいう。）として、自動消火装

置を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の

入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあっては、

この限りでない。

八　前号ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる厨房設備には、自動消火装置を設けること。

イ　令別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項イ、（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲

げる防火対象物の地階に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上の

もの
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ロ　イに掲げるもののほか、高さ三十一メートルを超える建築物に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入

力の合計が三百五十キロワット以上のもの

九　乾燥設備にあっては、次によること。

イ　乾燥物品が直接熱源と接触しないものとすること。

ロ　火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しないものとす

ること。

（振動又は衝撃に対する構造）

第十二条　令第五条第一項第七号の規定により、対象火気設備等（建築設備を除く。）は、次の各号に定めるところにより、振動又は衝撃

により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造としなければなら

ない。

一　地震その他の振動又は衝撃により容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じないものとすること。

二　気体燃料又は液体燃料を使用するものの配管の接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外

の管を接続する場合にあっては、その接続部分をホースバンド等で締め付ける場合に限り、差し込み接続とすることができる。

三　燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び舞台装置等の電気設備にあっては、その変圧器、コンデンサー

その他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

四　燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備の発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定するこ

と。

五　ヒートポンプ冷暖房機にあっては、その内燃機関は、防振のための措置が講じられたものとすること。

六　放電加工機にあっては、その工具電極は、確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

七　内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けること。

八　蓄電池設備（開放形鉛蓄電池を用いたものに限る。）にあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けるこ

と。

九　舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯及び配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

十　急速充電設備にあっては、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

（燃料タンク及び配管の構造）

第十三条　令第五条第一項第八号の規定により、対象火気設備等の配管（建築設備を除く。以下この条において同じ。）及び燃料タンクは、

次の各号に定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造としなければならない。

一　燃料タンクは、次の表の上欄に掲げる燃料タンクの容量（燃料タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下この条において同

じ。）の区分に応じ、同表の下欄に定める板厚の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

燃料タンクの容量 板厚

五リットル以下 〇・六ミリメートル以上

五リットルを超え　二〇リットル以下 〇・八ミリメートル以上

二〇リットルを超え　四〇リットル以下 一・〇ミリメートル以上

四〇リットルを超え　一〇〇リットル以下 一・二ミリメートル以上

一〇〇リットルを超え　二五〇リットル以下 一・六ミリメートル以上

二五〇リットルを超え　五〇〇リットル以下 二・〇ミリメートル以上

五〇〇リットルを超え　一、〇〇〇リットル以下 二・三ミリメートル以上

一、〇〇〇リットルを超え　二、〇〇〇リットル以下 二・六ミリメートル以上

二、〇〇〇リットルを超える 三・二ミリメートル以上

二　燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあって

は、この限りでない。

三　配管又は燃料タンクには、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた対象火気設備等の配管又は燃料タンクにあ

っては、この限りでない。

四　燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

五　燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造

られた燃料タンクにあっては、この限りでない。

六　気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、その配管は、金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続す

る部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合においては、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用すること

ができる。

（風道、燃料タンク等の構造）

第十四条　令第五条第一項第九号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、ほこり、雨水その他当該対象火気設

備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造としなければならない。

一　燃料タンクを屋外に設ける場合にあっては、その通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しないものとすること。

二　炉（熱風炉に限る。）、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の給気口は、じんあいの混入を防止す

るものとすること。

三　ふろがまにあっては、かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくいものとすること。

四　温風暖房機にあっては、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しないものとすること。

五　屋外に設ける蓄電池設備にあっては、その筐体は雨水等の浸入防止の措置が講じられたものとすること。

六　ネオン管灯設備の変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設

ける等、雨水の浸透を防止するために有効な措置が講じられたものとすること。

七　急速充電設備にあっては、その筐体は雨水等の浸入防止の措置が講じられたものとすること。

（安全を確保する装置等）

第十五条　令第五条第一項第十号の規定により、対象火気設備等には、必要に応じ、次の各号に定めるところにより、その使用に際し異常

が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けなければならない。

一　燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのあるものにあっては、異常燃焼を防止するための装置を設けること。

二　気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、次に掲げる装置を設けること。
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イ　炎が立ち消えした場合等において安全を確保できる装置。ただし、屋外に設けるもので、風雨等により口火及びバーナーの火が消

えない措置が講じられたものにあっては、この限りでない。

ロ　未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置

ハ　内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置

ニ　電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時に自動的に燃焼を停止できる装置

ホ　点火及び燃焼の状態が確認できる装置

三　電気を熱源とするもののうち、内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動

的に電力の供給を停止できる装置を設けること。

四　ふろがま（気体燃料又は液体燃料を使用するものに限る。）にあっては、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設け

ること。

五　ボイラーにあっては、蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

六　乾燥設備にあっては、室内の温度が過度に上昇したことを示す非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

七　サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けるこ

と。

八　放電加工機にあっては、次に掲げる装置を設けること。

イ　加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置

ロ　加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要 小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合

において、自動的に加工を停止できる装置

ハ　工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置

ニ　加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置

（その他の基準）

第十六条　令第五条第二項の規定により、第四条から前条までに規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の

予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。

一　燃料タンク（液体燃料を使用するもの（ストーブを除く。）に係るものに限る。）を屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造られ

た床上に設けること。

二　電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具について、短絡を生じない措置を講ずること。

三　厨房設備にあっては、天蓋（屋外へ直接排気を行う構造のものを除く。）及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃を行い、火災予防

上支障のないように維持管理をすることとし、特に油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋には、特別な清掃を行う

場合を除き、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリス除去装置（グリスフィルター、グリスエクスト

ラクター等の装置をいう。以下同じ。）を設けること。この場合のグリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食

性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がな

いと認められるものにあっては、この限りでない。

四　燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備及び急速充電設備（全出力五十キロワット以下のもの

を除く。以下この号において同じ。）のうち、屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。ただし、

次に掲げるものにあっては、この限りでない。

イ　気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備及び燃料電池発電設備（固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型

燃料電池による発電設備のうち火を使用するものに限る。）のうち、出力十キロワット未満であって、その使用に際し異常が発生し

た場合において安全を確保するための有効な措置が講じられているもの

ロ　燃料電池発電設備、変電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備のうち、消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認める

構造を有するキュービクル式（鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。）のもの等の延焼を防止するための措

置が講じられているもの

ハ　蓄電池設備のうち、延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるもの又は消防長若しくは消防署長が火災予防上支障

がないと認める構造を有するキュービクル式のもの等の延焼を防止するための措置が講じられているもの

ニ　急速充電設備のうち、消防長又は消防署長が認める延焼を防止するための措置が講じられているもの

ホ　急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポスト

五　燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備（建築設備を除く。）にあっては、水が浸入し、又

は浸透するおそれのない位置に設けること。

六　火花を生ずる設備にあっては、静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

七　舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯は、可燃物を加熱するおそれのない位置に設けること。

八　工事、農事等のために一時的に使用する電気設備にあっては、その残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを

設ける等、自動遮断の措置を講ずること。

九　急速充電設備にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

イ　充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を

開始しないこと。

ロ　コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しないこと。

ハ　コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないように

すること。

ニ　漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備

を自動的に停止させること。

ホ　電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

ヘ　異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

ト　急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作する

ことができる箇所に設けること。

チ　急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止すること。

リ　コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止すること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限

りでない。
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ヌ　充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を

与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、

当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

ル　複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の

異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

十　急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、前号に掲げる規定のほか、当該蓄電池（主として保安のために設けるも

のを除く。）について次に掲げる措置を講ずること。

イ　電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

ロ　異常な高温とならないこと。

ハ　温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

ニ　制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

十一　急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を内蔵しないこ

と。

（基準の特例）

第十七条　令第五条第三項の規定により、次の表の上欄に掲げる対象火気設備等については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しな

い。

対象火気設備等 適用しない規定

火花を生ずる設備 令第五条第一項第一号から第四号まで及び第十条から第十五条まで

放電加工機 令第五条第一項第一号から第四号まで並びに第十条、第十一条、第十二条第一号から第五号まで及び第七号から

第十号まで、第十三条、第十四条並びに第十五条第一号から第七号まで

変電設備 令第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第十条、第十一条、第十二条第一号、第二号及び第四号から第

十号まで並びに第十三条から第十五条まで

内燃機関を

原動力とす

る発電設備

第十六条第四

号イに規定す

るものであっ

て屋外に設け

られるもの

令第五条第一項第三号及び第四号並びに第十条第一号、第二号、第六号から第九号まで及び第十一号から第十三

号まで、第十一条第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで、第十二条第二号、第五号、第六号及び第八

号から第十号まで、第十三条第六号、第十四条第二号から第七号まで並びに第十五条第二号から第八号まで

　 その他のもの令第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第十条第一号、第二号、第六号から第九号まで及び第十一号か

ら第十三号まで、第十一条第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで、第十二条第二号、第五号、第六号

及び第八号から第十号まで、第十三条第六号、第十四条第二号から第七号まで並びに第十五条第二号から第八号

まで

蓄電池設備 令第五条第一項第一号から第四号まで並びに第十条、第十一条、第十二条第一号から第七号まで、第九号及び第

十号、第十三条、第十四条第一号から第四号まで、第六号及び第七号並びに第十五条

ネオン管灯設備 令第五条第一項第一号から第四号まで並びに第十条第一号から第十号まで、第十二号及び第十三号、第十一条か

ら第十三条まで、第十四条第一号から第五号まで及び第七号並びに第十五条

舞台装置等の電気設備 令第五条第一項第一号から第四号まで並びに第十条第一号から第十一号まで及び第十三号、第十一条、第十二条

第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号並びに第十三条から第十五条まで

急速充電設備 令第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第十条第一号から第十二号まで、第十一条、第十二条第一号か

ら第九号まで、第十三条、第十四条第一号から第六号まで並びに第十五条

第三章　対象火気器具等に関する基準

（対象火気器具等の種類）

第十八条　令第五条の二第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる器具とする。

一　気体燃料を使用する器具

二　液体燃料を使用する器具

三　固体燃料を使用する器具

四　電気を熱源とする器具

（火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合）

第十九条　令第五条の二第一項第一号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の

部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐

火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に遮熱できるものに限る。）である場合とする。

（火災予防上安全な距離）

第二十条　令第五条の二第一項第一号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長又は消防署長が

認める距離以上の距離とする。

一　別表第一の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離

二　電気を熱源とする対象火気器具等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に定める離隔距離

三　対象火気器具等の種類ごとに、消防庁長官が定めるところにより得られる距離

（不燃性の床、台等）

第二十一条　令第五条の二第一項第四号の総務省令で定める不燃性の床、台等は、不燃性の床又は台とする。ただし、対象火気器具等が置

きごたつの火入れ容器である場合にあっては、金属以外の不燃材料で造った台とする。

附　則

この省令は、消防法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。

附　則　（平成一七年三月二二日総務省令第三四号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

（経過措置）
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２　この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の

位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章の規定に適合しないものについ

ては、当該規定は、適用しない。

附　則　（平成二二年三月三〇日総務省令第二六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備（固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。）

のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準

を定める省令第二章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

附　則　（平成二四年三月二七日総務省令第一七号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十四年十二月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の位

置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章の規定に適合しないものについて

は、当該規定は、適用しない。

附　則　（平成二七年一一月一三日総務省令第九三号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（令和二年八月二七日総務省令第七七号）

（施行期日）

１　この省令は、令和三年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに

対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第三条第二十号に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管

理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

附　則　（令和五年二月二一日総務省令第八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年十月一日から施行する。

（対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴う

経過措置）

第三条　第二条の規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管

理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第三条第二十号に規定する急速充電設備に係る位置、構

造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

附　則　（令和五年五月三一日総務省令第四八号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、令和六年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定め

る省令（以下「新令」という。）第三条第十七号に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、第二条の規定の施行の

際現に設置されているもの及び同条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に設置されたもので、新令第二章の規定に

適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

別表第一（第五条、第二十条関係）

対象火気設備等又は対象火気器具等の種別 離隔距離（ｃｍ）

入力 上方 側方 前方 後方 備考

炉 開放炉 使用温度が８００℃以

上のもの

― ２ ５

０

２００３ ０

０

２００

使用温度が３００℃以

上８００℃未満のもの

― １ ５

０

１５０２ ０

０

１５０

使用温度が３００℃未

満のもの

― １ ０

０

１００１ ０

０

１００

開放炉以外 使用温度が８００℃以

上のもの

― ２ ５

０

２００３ ０

０

２００

使用温度が３００℃以

上８００℃未満のもの

― １ ５

０

１００２ ０

０

１００

使用温度が３００℃未

満のもの

― １ ０

０

５０ １ ０

０

５０

ふ

ろ

が

ま

気 体

燃料

不 燃 以

外

半密閉式 浴室内設置 外がまでバーナー取り

出し口のないもの

２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては４２ｋＷ以下）

― １５　

注

１５ １５ 注：浴槽との離

隔距離は０ｃｍ

とするが、合成

樹脂浴槽（ポリ

プロピレン浴槽

等）の場合は２

ｃｍとする。

内がま ２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては４２ｋＷ以下）

― ― ６０ ―
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浴室外設置 外がまでバーナー取り

出し口のないもの

２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

― １５ １５ １５

外がまでバーナー取り

出し口のあるもの

２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

― １５ ６０ １５

内がま ２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

― １５ ６０ ―

密閉式 ２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

― ２　注２ ２

屋外用 ２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

６０ １５ １５ １５

不燃 半密閉式 浴室内設置 外がまでバーナー取り

出し口のないもの

２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては４２ｋＷ以下）

― ４．５

　注

― ４．５

内がま ２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては４２ｋＷ以下）

― ― ― ―

浴室外設置 外がまでバーナー取り

出し口のないもの

２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

― ４．５― ４．５

外がまでバーナー取り

出し口のあるもの

２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

― ４．５― ４．５

内がま ２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

― ― ― ―

密閉式 ２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

― ２　注― ２

屋外用 ２１ｋＷ以下（ふろ用以外

のバーナーをもつものにあ

っては当該バーナーが７０

ｋＷ以下であって、かつ、

３０ ４．５― ４．５
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ふろ用バーナーが２１ｋＷ

以下）

液 体

燃料

不燃以外 ３９ｋＷ以下 ６０ １５ １５ １５

不燃 ３９ｋＷ以下 ５０ ５ ― ５

上記に分類されないもの ― ６０ １５ ６０ １５

温

風

暖

房

機

気 体

燃料

不 燃 以

外 ・ 不

燃

半 密 閉

式・密閉

式

バーナー

が隠ぺい

強 制 対

流型

１９ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５６０ ４．５注１：風道を使

用するものにあ

っては１５ｃｍ

とする。

注２：ダクト接

続型以外の場合

にあっては１０

０ｃｍとする。

液 体

燃料

不 燃 以

外

半密閉式 強 制 対

流型

温風を前方向に吹き出

すもの

２６ｋＷ以下 １ ０

０

１５ １ ５

０

１５

２６ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

１ ０

０

１５ １ ０

０ 　

注１

１５

温風を全周方向に吹き

出すもの

２６ｋＷ以下 １ ０

０

１５０１ ５

０

１５０

強制排気型 ２６ｋＷ以下 ６０ １０ １ ０

０

１０

密閉式 強制給排気型 ２６ｋＷ以下 ６０ １０ １ ０

０

１０

不燃 半密閉式 強 制 対

流型

温風を前方向に吹き出

すもの

７０ｋＷ以下 ８０ ５ ― ５

温風を全周方向に吹き

出すもの

２６ｋＷ以下 ８０ １５０― １５０

強制排気型 ２６ｋＷ以下 ５０ ５ ― ５

密閉式 強制給排気型 ２６ｋＷ以下 ５０ ５ ― ５

上記に分類されないもの ― １ ０

０

６０ ６ ０

　 注

２

６０

厨

房

設

備

気 体

燃料

不 燃 以

外

開放式 組込型こんろ・グリル

付こんろ・グリドル付

こんろ、キャビネット

型こんろ・グリル付こ

んろ・グリドル付こ

んろ

１４ｋＷ以下 １ ０

０

１５　

注

１５ １５　

注

注：機器本体上

方の側方又は後

方の離隔距離を

示す。

据置型レンジ ２１ｋＷ以下 １ ０

０

１５　

注

１５ １５　

注

不燃 開放式 組込型こんろ・グリル

付こんろ・グリドル付

こんろ、キャビネット

型こんろ・グリル付こ

んろ・グリドル付こ

んろ

１４ｋＷ以下 ８０ ０ ― ０

据置型レンジ ２１ｋＷ以下 ８０ ０ ― ０

固 体

燃料

不 燃 以

外

木炭を燃料とするもの 炭火焼き器 ― １ ０

０

５０ ５０ ５０

不燃 木炭を燃料とするもの 炭火焼き器 ― ８０ ３０ ― ３０

上記に分類されないもの使用温度が８００℃以上のもの ― ２ ５

０

２００３ ０

０

２００

使用温度が３００℃以上８００℃未満の

もの

― １ ５

０

１００２ ０

０

１００

使用温度が３００℃未満のもの ― １ ０

０

５０ １ ０

０

５０

ボ

イ

ラ

ー

気 体

燃料

不 燃 以

外

開放式 フードを付けない場合７ｋＷ以下 ４０ ４．５４ ．

５

４．５

フードを付ける場合 ７ｋＷ以下 １５ ４．５４ ．

５

４．５

半密閉式 １２ｋＷを超え４２ｋＷ以

下

― １５ １５ １５

１２ｋＷ以下 ― ４．５４ ．

５

４．５

密閉式 ４２ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５４ ．

５

４．５
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屋外用 フードを付けない場合４２ｋＷ以下 ６０ １５ １５ １５

フードを付ける場合 ４２ｋＷ以下 １５ １５ １５ １５

不燃 開放式 フードを付けない場合７ｋＷ以下 ３０ ４．５― ４．５

フードを付ける場合 ７ｋＷ以下 １０ ４．５― ４．５

半密閉式 ４２ｋＷ以下 ― ４．５― ４．５

密閉式 ４２ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５― ４．５

屋外用 フードを付けない場合４２ｋＷ以下 ３０ ４．５― ４．５

フードを付ける場合 ４２ｋＷ以下 １０ ４．５― ４．５

液 体

燃料

不燃以外 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

６０ １５ １５ １５

１２ｋＷ以下 ４０ ４．５１５ ４．５

不燃 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

５０ ５ ― ５

１２ｋＷ以下 ２０ １．５― １．５

上記に分類されないもの ２３ｋＷを超える １ ２

０

４５ １ ５

０

４５

２３ｋＷ以下 １ ２

０

３０ １ ０

０

３０

ス

ト

ー

ブ

気 体

燃料

不 燃 以

外

開放式 バーナーが露出 壁掛け型、つり下げ型７ｋＷ以下 ３０ ６０ １ ０

０

４．５注：熱対流方向

が一方向に集中

する場合にあっ

ては６０ｃｍと

する。

半 密 閉

式・密閉

式

バーナー

が隠ぺい

自然対流型 １９ｋＷ以下 ６０ ４．５４ ．

５ 　

注

４．５

不燃 開放式 バーナーが露出 壁掛け型、つり下げ型７ｋＷ以下 １５ １５ ８０ ４．５

半 密 閉

式・密閉

式

バーナー

が隠ぺい

自然対流型 １９ｋＷ以下 ６０ ４．５４ ．

５ 　

注

４．５

液 体

燃料

不 燃 以

外

半密閉式 自 然 対

流型

機器の全周から熱を放

散するもの

３９ｋＷ以下 １ ５

０

１００１ ０

０

１００

機器の上方又は前方に

熱を放散するもの

３９ｋＷ以下 １ ５

０

１５ １ ０

０

１５

不燃 半密閉式 自 然 対

流型

機器の全周から熱を放

散するもの

３９ｋＷ以下 １ ２

０

１００― １００

機器の上方又は前方に

熱を放散するもの

３９ｋＷ以下 １ ２

０

５ ― ５

上記に分類されないもの ― １ ５

０

１００１ ５

０

１００

乾

燥

設

備

気 体

燃料

不 燃 以

外

開放式 衣類乾燥機 ５．８ｋＷ以下 １５ ４．５４ ．

５

４．５

不燃 開放式 衣類乾燥機 ５．８ｋＷ以下 １５ ４．５― ４．５

上記に分類されないもの 内部容積が１立方メー

トル以上のもの

― １ ０

０

５０ １ ０

０

５０

内部容積が１立方メー

トル未満のもの

― ５０ ３０ ５０ ３０

簡

易

湯

沸

設

備

気 体

燃料

不 燃 以

外

開放式 常圧貯蔵型 フードを付けない場合７ｋＷ以下 ４０ ４．５４ ．

５

４．５

フードを付ける場合 ７ｋＷ以下 １５ ４．５４ ．

５

４．５

瞬間型 フードを付けない場合１２ｋＷ以下 ４０ ４．５４ ．

５

４．５

フードを付ける場合 １２ｋＷ以下 １５ ４．５４ ．

５

４．５

半密閉式 １２ｋＷ以下 ― ４．５４ ．

５

４．５

密閉式 常圧貯蔵型 １２ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５４ ．

５

４．５

瞬間型 調理台型 １２ｋＷ以下 ― ０ ― ０

壁掛け型、据置型 １２ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５４ ．

５

４．５

屋外用 フードを付けない場合１２ｋＷ以下 ６０ １５ １５ １５

フードを付ける場合 １２ｋＷ以下 １５ １５ １５ １５
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不燃 開放式 常圧貯蔵型 フードを付けない場合７ｋＷ以下 ３０ ４．５― ４．５

フードを付ける場合 ７ｋＷ以下 １０ ４．５― ４．５

瞬間型 フードを付けない場合１２ｋＷ以下 ３０ ４．５― ４．５

フードを付ける場合 １２ｋＷ以下 １０ ４．５― ４．５

半密閉式 １２ｋＷ以下 ― ４．５― ４．５

密閉式 常圧貯蔵型 １２ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５― ４．５

瞬間型 調理台型 １２ｋＷ以下 ― ０ ― ０

壁掛け型、据置型 １２ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５― ４．５

屋外用 フードを付けない場合１２ｋＷ以下 ３０ ４．５― ４．５

フードを付ける場合 １２ｋＷ以下 １０ ４．５― ４．５

液 体

燃料

不燃以外 １２ｋＷ以下 ４０ ４．５１５ ４．５

不燃 １２ｋＷ以下 ２０ １．５― １．５

給

湯

湯

沸

設

備

気 体

燃料

不 燃 以

外

半密閉式 常圧貯蔵型 １２ｋＷを超え４２ｋＷ以

下

― １５ １５ １５

瞬間型 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

― １５ １５ １５

密閉式 常圧貯蔵型 １２ｋＷを超え４２ｋＷ以

下

４ ．

５

４．５４ ．

５

４．５

瞬間型 調理台型 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

― ０ ― ０

壁掛け型、据置型 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

４ ．

５

４．５４ ．

５

４．５

屋外用 常圧貯蔵型 フードを付けない場合１２ｋＷを超え４２ｋＷ以

下

６０ １５ １５ １５

フードを付ける場合 １２ｋＷを超え４２ｋＷ以

下

１５ １５ １５ １５

瞬間型 フードを付けない場合１２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

６０ １５ １５ １５

フードを付ける場合 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

１５ １５ １５ １５

不燃 半密閉式 常圧貯蔵型 １２ｋＷを超え４２ｋＷ以

下

― ４．５― ４．５

瞬間型 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

― ４．５― ４．５

密閉式 常圧貯蔵型 １２ｋＷを超え４２ｋＷ以

下

４ ．

５

４．５― ４．５

瞬間型 調理台型 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

― ０ ― ０

壁掛け型、据置型 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

４ ．

５

４．５― ４．５

屋外用 常圧貯蔵型 フードを付けない場合１２ｋＷを超え４２ｋＷ以

下

３０ ４．５― ４．５

フードを付ける場合 １２ｋＷを超え４２ｋＷ以

下

１０ ４．５― ４．５

瞬間型 フードを付けない場合１２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

３０ ４．５― ４．５

フードを付ける場合 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

１０ ４．５― ４．５

液 体

燃料

不燃以外 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

６０ １５ １５ １５

不燃 １２ｋＷを超え７０ｋＷ以

下

５０ ５ ― ５

上記に分類されないもの ― ６０ １５ ６０ １５

移

動

式

ス

ト

ー

ブ

気 体

燃料

不 燃 以

外

開放式 バーナー

が露出

前方放射型 ７ｋＷ以下 １ ０

０

３０ １ ０

０

４．５注１：熱対流方

向が一方向に集

中する場合にあ

っては６０ｃｍ

とする。

注２：方向性を

有するものにあ

っては１００ｃ

ｍとする。

全周放射型 ７ｋＷ以下 １ ０

０

１００１ ０

０

１００

バーナー

が隠ぺい

自然対流型 ７ｋＷ以下 １ ０

０

４．５４ ．

５ 　

注１

４．５

強制対流型 ７ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５６０ ４．５
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不燃 開放式 バーナー

が露出

前方放射型 ７ｋＷ以下 ８０ １５ ８０ ４．５

全周放射型 ７ｋＷ以下 ８０ ８０ ８０ ８０

バーナー

が隠ぺい

自然対流型 ７ｋＷ以下 ８０ ４．５４ ．

５ 　

注１

４．５

強制対流型 ７ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５６０ ４．５

液 体

燃料

不 燃 以

外

開放式 放射型 ７ｋＷ以下 １ ０

０

５０ １ ０

０

２０

自然対流型 ７ｋＷを超え１２ｋＷ以下１ ５

０

１００１ ０

０

１００

７ｋＷ以下 １ ０

０

５０ ５０ ５０

強 制 対

流型

温風を前方向に吹き出

すもの

１２ｋＷ以下 １ ０

０

１５ １ ０

０

１５

温風を全周方向に吹き

出すもの

７ｋＷを超え１２ｋＷ以下１ ０

０

１５０１ ５

０

１５０

７ｋＷ以下 １ ０

０

１００１ ０

０

１００

不燃 開放式 放射型 ７ｋＷ以下 ８０ ３０ ― ５

自然対流型 ７ｋＷを超え１２ｋＷ以下１ ２

０

１００― １００

７ｋＷ以下 ８０ ３０ ― ３０

強 制 対

流型

温風を前方向に吹き出

すもの

１２ｋＷ以下 ８０ ５ ― ５

温風を全周方向に吹き

出すもの

７ｋＷを超え１２ｋＷ以下８０ １５０― １５０

７ｋＷ以下 ８０ １００― １００

固体燃料 ― １ ０

０

５０　

注２

５ ０

　 注

２

５０　

注２

調

理

用

器

具

気 体

燃料

不 燃 以

外

開放式 バーナーが露出 卓上型こんろ（１口）５．８ｋＷ以下 １ ０

０

１５ １５ １５ 注：機器本体上

方の側方又は後

方の離隔距離を

示す。

卓上型こんろ（２口以

上）・グリル付こん

ろ・グリドル付こんろ

１４ｋＷ以下 １ ０

０

１５　

注

１５ １５　

注

バーナー

が隠ぺい

加 熱 部

が開放

卓上型グリル ７ｋＷ以下 １ ０

０

１５ １５ １５

加 熱 部

が 隠 ぺ

い

卓上型オーブン・グリ

ル（フードを付けない

場合）

７ｋＷ以下 ５０ ４．５４ ．

５

４．５

卓上型オーブン・グリ

ル（フードを付ける場

合）

７ｋＷ以下 １５ ４．５４ ．

５

４．５

炊飯器（炊飯容量４リ

ットル以下）

４．７ｋＷ以下 ３０ １０ １０ １０

圧力調理器（内容積１

０リットル以下）

― ３０ １０ １０ １０

不燃 開放式 バーナーが露出 卓上型こんろ（１口）５．８ｋＷ以下 ８０ ０ ― ０

卓上型こんろ（２口以

上）・グリル付こん

ろ・グリドル付こんろ

１４ｋＷ以下 ８０ ０ ― ０

バーナー

が隠ぺい

加 熱 部

が開放

卓上型グリル ７ｋＷ以下 ８０ ０ ― ０

加 熱 部

が 隠 ぺ

い

卓上型オーブン・グリ

ル（フードを付けない

場合）

７ｋＷ以下 ３０ ４．５― ４．５

卓上型オーブン・グリ

ル（フードを付ける場

合）

７ｋＷ以下 １０ ４．５― ４．５

炊飯器（炊飯容量４リ

ットル以下）

４．７ｋＷ以下 １５ ４．５― ４．５

圧力調理器（内容積１

０リットル以下）

― １５ ４．５― ４．５
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移

動

式

こ

ん

ろ

液 体

燃料

不燃以外 ６ｋＷ以下 １ ０

０

１５ １５ １５

不燃 ６ｋＷ以下 ８０ ０ ― ０

固体燃料 ― １ ０

０

３０ ３０ ３０

備考

１　「気体燃料」、「液体燃料」及び「固体燃料」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの及び固体燃料を使用す

るものをいう。

２　「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建

築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

３　「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

別表第二（第五条、第二十条関係）

対象火気設備等又は対象火気器具等の

種別

離隔距離（ｃｍ）

入力 上方側方 前

方

後方 備考

電気温

風機

不燃以外 ２ｋＷ以下 ４ ．

５　

注

４．５　

注

４．

５

　

注

４．５　

注

注：温風の吹き出し方向にあっては６０ｃｍとする。

不燃 ２ｋＷ以下 ０　

注

０　注 ―

　

注

０　注

電気調

理用機

器

不

燃

以

外

電気こんろ、

電気レンジ、

電磁誘導加熱

式調理器（こ

んろ形態のも

のに限る。）

こんろ部分

の全部又は

一部が電磁

誘導加熱式

調理器でな

いもの

４．８ｋＷ以

下（１口当た

り２ｋＷを超

え ３ ｋ Ｗ 以

下）

１

００

２ ２ ２ 注１：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こんろ

部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体

の外周からの距離）を示す。

注２：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こんろ

部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外

周からの距離）を示す。

― ２０　注

１

― ２０　注

１

― １０　注

２

― １０　注

２

４．８ｋＷ以

下（１口当た

り１ｋＷを超

え ２ ｋ Ｗ 以

下）

１

００

２ ２ ２

― １５　注

１

― １５　注

１

― １０　注

２

― １０　注

２

４．８ｋＷ以

下（１口当た

り １ ｋ Ｗ 以

下）

１

００

２ ２ ２

― １０注１

注２

― １０ 注１

注２

こんろ部分

の全部が電

磁誘導加熱

式調理器の

もの

５．８ｋＷ以

下（１口当た

り３．３ｋＷ

以下）

１

００

２ ２ ２

― １０　注

２

― １０　注

２

不

燃

電気こんろ、

電気レンジ、

電磁誘導加熱

式調理器（こ

んろ形態のも

のに限る。）

こんろ部分

の全部又は

一部が電磁

誘導加熱式

調理器でな

いもの

４．８ｋＷ以

下（１口当た

り ３ ｋ Ｗ 以

下）

８００ ― ０

― ０ 注１

注２

― ０ 注１

注２

こんろ部分

の全部が電

磁誘導加熱

式調理器の

もの

５．８ｋＷ以

下（１口当た

り３．３ｋＷ

以下）

８００ ― ０

― ０　注２ ― ０　注２

電気天

火

不燃以外 ２ｋＷ以下 １０４．５　

注

４．

５

　

注

４．５　

注

注：排気口面にあっては１０ｃｍとする。

不燃 ２ｋＷ以下 １０４．５　

注

― ４．５　

注
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電子レ

ンジ

不

燃

以

外

電熱装置を有するもの ２ｋＷ以下 １０４．５　

注

４．

５

　

注

４．５　

注

注：排気口面にあっては１０ｃｍとする。

不

燃

電熱装置を有するもの ２ｋＷ以下 １０４．５　

注

― ４．５　

注

電気ス

トーブ

（ 壁 取

付式及

び天井

取付式

のもの

を除く

。）

不

燃

以

外

前方放射型 ２ｋＷ以下 １

００

３０ １

０

０

４．５

全周放射型 ２ｋＷ以下 １

００

１００ １

０

０

１００

自然対流型 ２ｋＷ以下 １

００

４．５ ４

．

５

４．５

不

燃

前方放射型 ２ｋＷ以下 ８０１５ ― ４．５

全周放射型 ２ｋＷ以下 ８０８０ ― ８０

自然対流型 ２ｋＷ以下 ８００ ― ０

電気乾

燥器

不

燃

以

外

食器乾燥器 １ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５ ４

．

５

４．５

不

燃

食器乾燥器 １ｋＷ以下 ０ ０ ― ０

電気乾

燥機

不

燃

以

外

衣類乾燥機、食器乾燥機、

食器洗い乾燥機

３ｋＷ以下 ４ ．

５

４．５ ４

．

５

４．５ 注１：前面に排気口を有する機器にあっては０ｃｍとす

る。

注２：排気口面にあっては４．５ｃｍとする。

不

燃

衣類乾燥機、食器乾燥機、

食器洗い乾燥機

３ｋＷ以下 ４ ．

５　

注１

０　注２ ―

　

注

２

０　注２

電気温

水器

不

燃

以

外

温度過昇防止装置を有する

もの

１０ｋＷ以下４ ．

５

０ ０ ０

不

燃

温度過昇防止装置を有する

もの

１０ｋＷ以下０ ０ ― ０

備考

１　「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建

築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

２　「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
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